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泥
酔
に
よ
り
負
傷
し
た
海
上
自
衛
隊
員
の
搬
送
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
八
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
十
月
十
六
日
、
東
京
都
小
笠
原
村
の
海
上
自
衛
隊
硫
黄
島
航
空
基
地
に
勤
務
す
る
一
等
海
曹
（
以
下
、
「
一
等
海

曹
」
と
い
う
。
）
が
、
新
入
隊
員
の
歓
迎
会
等
で
内
規
を
超
え
る
量
の
酒
を
飲
ん
で
泥
酔
し
、
転
倒
し
て
ケ
ガ
を
し
た
こ
と

を
受
け
、
翌
十
七
日
、
同
基
地
か
ら
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
信
号
を
受
け
た
海
上
自
衛
隊
厚
木
基
地
よ
り
Ｐ
�
Ｃ
哨
戒
機
が
出
動
し
、

「
一
等
海
曹
」
を
同
基
地
に
搬
送
し
、
東
京
都
世
田
谷
区
の
自
衛
隊
病
院
に
入
院
さ
せ
る
騒
動
が
あ
っ
た
が
、
飲
酒
し
て
ケ

ガ
を
し
た
「
一
等
海
曹
」
の
年
齢
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
Ｐ
�
Ｃ
哨
戒
機
の
本
来
の
役
割
に
つ
い
て
「
海
上
自
衛
隊
の
固
定
翼
哨
戒
機
Ｐ－

三
Ｃ
は
、
対

潜
戦
、
警
戒
監
視
、
武
装
工
作
船
等
へ
の
対
応
、
海
上
に
お
け
る
遭
難
者
等
の
捜
索
・
救
助
、
急
患
輸
送
等
の
様
々
な
用
途

に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
一
等
海
曹
」
の
様
に
、
自
衛
隊
内
規
を
破
り
、
自
己

の
不
注
意
で
ケ
ガ
を
し
た
自
衛
官
を
手
当
す
る
た
め
の
搬
送
は
、
Ｐ
�
Ｃ
哨
戒
機
の
本
来
の
役
割
に
含
ま
れ
る
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
Ｐ
�
Ｃ
哨
戒
機
を
用
い
た
「
一
等
海
曹
」
の
搬
送
に
係
っ
た
費
用
は
約
百
八
万
円
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
右
費
用
は
誰
が
負
担
す
る
も
の
か
。
「
一
等
海
曹
」
個
人
に
対
し
て
請
求
が
な
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
海

一



上
自
衛
隊
の
予
算
に
お
け
る
支
出
項
目
と
し
て
処
理
さ
れ
、
国
民
の
税
金
が
充
て
ら
れ
る
の
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
今
回
の
「
一
等
海
曹
」
の
騒
動
に
対
し
て
「
防
衛
省
と
し
て
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
事
実
関

係
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
関
係
者
を
処
分
す
る
等
、
厳
正
に
対
処
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

る
。
今
回
の
「
一
等
海
曹
」
の
騒
動
は
、
一
自
衛
官
自
身
の
不
注
意
、
軽
率
な
行
動
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の

様
々
な
不
祥
事
も
加
わ
り
、
現
在
深
刻
化
し
て
い
る
国
民
の
防
衛
省
に
対
す
る
信
頼
低
下
に
更
に
拍
車
を
か
け
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
。
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
「
一
等
海
曹
」
本
人
は
も
ち
ろ
ん
、
直
属
の
上
司
は
じ
め
関
係
者
に
対
し
て
厳
正
な

処
分
を
下
し
、
再
発
防
止
の
徹
底
が
何
よ
り
求
め
ら
れ
る
と
思
料
す
る
が
、
右
答
弁
に
あ
る
「
事
実
関
係
の
調
査
」
を
防
衛

省
は
い
つ
頃
ま
で
に
完
了
さ
せ
る
予
定
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


